
令和４年度 取引適正化講習会

令和４年６月９日 恩納村コミュニティーセンター

講師：内閣府 沖縄総合事務局 総務部 公正取引室長 藤岡賢史 1

適正な取引について
～ホテル業の健全な発展へ～
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１．公正取引委員会
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目的、位置付け、役割など



事業者間の競争は

社会の利益、日本経済の活性化に不可欠！

競争消費者のメリット 企業のメリット

社会全体のメリット

新規産業の創出
雇用の増加
日本経済の活性化・発展

安くて良い商品の購入
サービスの充実
選択肢の多様化

企業の成長・技術革新
事業の活性化
市場規模の拡大
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市場における競争の必要性



事業者間の競争を人為的に制限する行為が存在するため、

市場の機能を十分に発揮させるため、公正かつ
自由な競争のルールが必要

市場経済で事業者が守るべき基本ルールを定めたのが

独占禁止法を運用する行政機関が
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市場のルール



● 公正取引委員会は、独占禁止法を運用するための機関として、1947年に設立

● 公正取引委員会は、内閣府の外局として設置された独立行政委員会
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公正取引委員会の位置付け
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地方事務所等

事務総長

公正取引委員会 事務総局

官 房

経済取引局

取 引 部

犯則審査部

審 査 局

・・・総合調整、海外当局との協力、広報、会計、人事

・・・独占禁止政策の企画、経済実態の調査、企業結合の審査

・・・不公正な取引方法の指定等、下請法の運用

・・・独占禁止法違反事件の処理

委員長
委員（４人）

・・・犯則事件の審査

地方事務所の役割

１．各地での調査、措置

■ 独占禁止法等（公正取引委員会）

■ 景品表示法（消費者庁）

２．各地での普及・啓発活動

相談対応、研修へ講師派遣

独占禁止法教室など
内閣府 沖縄総合事務局
総務部 公正取引室

公正取引委員会の組織
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消費者庁

景品表示法の
調査を委任



① 申告、課徴金減免申請など

立入検査
（企業に立ち入り、机等を
検査し、関係資料を収集）

事情聴取
（関係者から事情を聴取
し、供述調書を作成）

は、違反行為を迅速に取り締まり、厳正な措置を採っている。

独占禁止法に違反する疑いがある企業を調査し、違反企業に対し、その行為をやめるよう
に命令（排除措置命令）したり、違反行為によって得た不当な利益を国庫に納めるよう命
令（課徴金納付命令）する。

公正取引委員会

② 行政調査

 
 

 

 
処分内容等の説明 

質 問 

意見陳述・ 
証拠提出 

③ 意見聴取手続 ④ 排除措置命令・課徴金納付命令

法執行（違反事件調査）の流れ
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公正取引委員会の調査



２．独占禁止法
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
（昭和２２年制定）



消費税転嫁対策特別措置法

下請法

①私的独占
支配型・排除型

②不当な取引制限
カルテル・談合など

競争制限的な

③企業結合
合併・株式取得など

④不公正な取引方法
優越的地位の濫用など

補完法

関連法
官製談合防止法

事業者による４類型の行為を禁止

独占禁止法の禁止行為
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有力な企業が、取引先への圧力などにより、ライバル企業を市場から追い出したり、
新規参入者を妨害して市場を独占しようとする行為（排除行為）

私的独占（独占禁止法第２条第５項）

消費者は価格・品質が優れた商品を買えなくなる 11

①私的独占の禁止



ライバル企業と連絡を取り合って、価格を取り決めるなど、お互いに市場で競争を
行わないようにする行為。独占禁止法上、厳しく規制されている。

独占禁止法第２条第６項

本来、各企業がそれぞれ決めるべき商
品の価格を共同して取り決め、一斉に値
上げを行うなどする

国や地方公共団体が発注する公共工
事の入札において、企業同士が事前に
相談して、受注する企業や金額を決める

ex. 価格カルテル ex. 入札談合

消費者は高い商品を買わされる 落札価格が高止まりする

②不当な取引制限の禁止
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は、共同して、

代金、宿泊費、

旅行業者５社は、共同して、

市立中学校の修学旅行につい

て、貸切りバス代金、宿泊費、

企画料金、添乗員費用の基準

を設け、合意した。

この行為は、市立中学校の

修学旅行に関する旅行業務市

場の競争を実質的に制限する

ものである。

平成２１年７月 排除措置命令
岡山市所在の市立中学校の修学旅行を
取り扱う旅行業者に対する件

修学旅行料金カルテル事件

価格カルテル
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入札談合

・ 土木工事業者１００社、建築工事業者１０３社は、

・ 遅くとも平成１４年４月１日以降、沖縄県
発注工事について

・ 受注価格の低落防止等を図る
ため、次の方法で受注予定者を決定
① １社希望の場合は当該社とする
② 複数希望の場合は当事者で話
し合って決める

③ 解決しなければ他社が調停する

・ 受注予定者が受注できるように入札
価格を調整

課徴金総額
３０億５９８４万円

沖縄県発注工事の入札参加業者に
よる入札談合（平成１８年３月公表）

道路、公共施設など
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企業結合（＝合併、株式取得、事業譲受け等）が、競争を実質的に制限
することとなる場合は禁止される。

消費者の商品選択の余地がなくなる

市場で競争していたライバル企
業同士が合併

ex.

独占禁止法第４章

これで何の心配もなく、
自由に値上げできるぞ！

合併!!

③競争制限的な企業結合の禁止
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次のような行為で、公正な競争を阻害するおそれがあるもの。

◆優越的地位の濫用 詳細は次ページ
取引上の地位が優越していることを利用して
取引の相手方に不当に不利益を与えること。

◆再販売価格の拘束
正当な理由がないのに、取引先事業者に対
して、転売する価格を指示し、遵守させること。

◆抱き合わせ販売
商品等を販売する際に、不当に他の商品等

を一緒に購入させる行為のこと。

◆不当な顧客誘引
虚偽・誇大な表示で不当に顧客を誘引したり、

過大景品を付けて商品を販売することにより、
買い手の適切な商品選択を妨げること。
→ 一般消費者の場合は、景品表示法上の
問題（不当表示・過大景品）

独占禁止法第19条

④不公正な取引方法の禁止
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BtoCは
景品表示法

BtoBは
独占禁止法

例
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優越的地位の濫用
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沖縄県の違反事例

・ ホテル事業者が、取引上の地位が優越していることを利用して、
納入業者に対し、

① ディナーショー等のチケット購入を仕入担当責任者が要請
② これに応じなければ今後の取引に影響を与える旨を示唆
⇒購入を余儀なくさせていた

沖縄県内のホテル事業者が行った行為
（平成１４年６月公表）
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３．下請法
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下請代金支払遅延等防止法（昭和３１年制定）



親事業者と下請事業者

● 親事業者と下請事業者の関係は､資本金等で簡便に認定

資本金３億円以下(個人を含む)資本金3億円超

資本金１千万円以下(個人を含む)資本金１千万円超３億円以下

Ａ 物品の製造委託､修理委託 ☞ （物品が対象・・・建設工事は対象外）
プログラムの作成委託､運送､倉庫での保管及び情報処理に係る役務提供委託
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資本金５千万円以下(個人を含む)資本金５千万円超

資本金1千万円以下(個人を含む)資本金１千万円超５千万円以下

Ｂ Ａに該当しない情報成果物作成委託（ＣＭ制作など）や役務提供委託

親事業者親事業者 下請事業者下請事業者

親事業者親事業者 下請事業者下請事業者



親事業者の遵守義務・禁止行為
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● 親事業者の遵守義務

● 禁止行為

① 注文書の交付

② 支払期日を受領後６０日以内に定める

③ 取引記録書面を作成し２年間保存する

④ 支払が遅れたら、遅延利息を支払う

・ 買いたたき ・ 受領拒否
・ 下請代金の支払遅延 ・ 減額
・ 割引困難な手形の交付 ・ 返品
・ 購入・役務の利用強制 ・ 早期決済
・ 不当な経済上の利益提供要請 など
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４．景品表示法
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不当景品類及び不当表示防止法
（昭和３７年制定）



目的 ⇒ 一般消費者の利益の保護

不当な表示の禁止

表示とは？

事業者が商品・サービスの内容、取
引条件について行う広告等の表示

過大な景品類の提供の禁止

景品とは？

商品・サービスの取引に付随して、相
手方に提供される物品、金銭等の経済
上の利益

不当な顧客誘引の禁止

景品類の最高額、
総額などを制限

オープン懸賞

１．一般懸賞

２．共同懸賞

３．総付景品

景品表示法の対象

景品表示法の対象外

１．優良誤認

２．有利誤認

３．その他誤認されるおそれのある表示

・不実証広告規制（効果・性能の表示の
合理的な根拠資料がなければ不当表示）

景品表示法の対象（行為類型）

26



27



「良い品質のもの（規格、内容）！」と一般消費者に示し、
実際とは異なる表示

例えば・・・

オホーツク海産のタラバ
ガニです！

オホーツク海産の
タラバガニなんだ！
おいしそうだな～

実は・・・

国内で仕入れたアブラガニ

優良誤認表示とは？

不当表示の禁止（①優良誤認表示）
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有利誤認表示とは？

「いいお肉がこの量でお得な価格（取引条件）！」
と一般消費者に示し、実際とは異なる表示

例えば・・・ 実は・・・

贈答用：黒毛和牛霜降
すき焼き肉セット
１kg 1０,０00円

１ｋgでこの
値段はお得～ お肉の重さ 割り下＋ ＋ 容器

＋ 保冷剤

の合計が１Kgでした

不当表示の禁止（②有利誤認表示）
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① 無果汁の清涼飲料水等についての表示

② 商品の原産国に関する不当な表示

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④ 不動産のおとり広告に関する表示

⑤ おとり広告に関する表示

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示

商品・サービスの取引に関する事項について
一般消費者に誤認されるおそれのある表示とし
て内閣総理大臣が指定した不当表示

不当表示（③その他）
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メニュー・料理等の食品表示に係る景品表示法上の考え方

（平成２６年３月２８日消費者庁）

• １景品表示法の基本的な考え方に関するＱ＆Ａ

• ２肉類に関するＱ＆Ａ

• ３魚介類に関するＱ＆Ａ

• ４農産物に関するＱ＆Ａ

• ５小麦製品、乳製品、飲料に関するＱ＆Ａ
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例えば・・・



● 事業者団体等は､消費者庁長官と公正取引委員会の認定
を受けて､表示等の公正競争規約（自主ルール）を設定できる

☞ 公正競争規約の数：表示６７ 景品３７

景品表示法遵守のための業界の自主ルール

公正競争規約
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５．転嫁円滑化施策パッケージ
（公正取引委員会の取組）
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の活動（詳しい情報）は・・・

https://www.jftc.go.jp

https://twitter.com/okisokyoku

https://www.facebook.com/okisou.naikakufu

公取 で検索
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ご静聴ありがとうございました。

のＳＮＳも是非ご覧下さい！！


